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審議案件１        大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5 条第 1 項）  
 
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称：ヤマダ電機テックランド八千代店                     ＜届出概要＞ 

２ 所在地：八千代都市計画事業辺
へ

田前
た ま え

土地区画整理事業施行地区内９０街区１画地ほか 

３ 建物設置者：株式会社ヤマダ電機 代表取締役 山田昇 
４ 小売業者名：株式会社ヤマダ電機 
５ 敷地の概要：・敷地面積   ４，６６６㎡ ・所有形態 賃貸借 

 ・都市計画区域 市街化区域  ・用途地域 第一種低層住居専用地域・準住居地域 
・現  況   宅地 
・建築確認 平成１８年８月２５日 

６ 建物の概要：・構造    鉄骨造、地上３階建 
        ・建築面積  ３，１４８㎡   

・延床面積  ７，９２９㎡ 
・店舗面積  ２，６８９㎡ 

７ 周辺の環境等：計画地は、国道１６号に隣接しており、北側は商業施設、東側から南東側は住宅、

南側は商業施設、西側は国道を挟んで商業施設となっている。 
  ８ 処理経過：  届出日     平成１８年６月１２日 

        公告縦覧期間  平成１８年６月３０日～平成１８年１０月３０日 
        説明会 日 時 平成１８年７月２１日 午後６時３０分～ 
                平成１８年７月２３日 午後２時～ 
            場 所 八千代市市民会館 

９ 市町村・住民等の意見： 
 ・八千代市の意見   あり 
 ・住民等の意見    なし 

１ 新設日 ：平成１９年２月１３日 
２ 店舗面積：    ２，６８９㎡ 
３ 駐車場の位置：図２参照 
  駐車場の収容台数：  １０３台 
４ 駐輪場の位置：図２参照 
  駐輪場の収容台数：   ７７台 
５ 荷さばき施設の位置：図２参照 
  荷さばき施設の面積： ２８２㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図２参照 
  廃棄物保管施設の容量：１００ｍ３ 
７ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：午後１０時 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

  午前９時３０分～午後１０時３０分 
９ 駐車場の出入口の位置：図２参照 

駐車場の出入口の数：  ２か所 
10 荷さばき可能時間帯： 
  午前８時～午後１０時 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数  １０３台（身障者用 ２台） 

（指針）必要駐車場台数 １０３台＝(A：店舗面積当たり日来客数原単位 1,019 人/千㎡)×(S：店舗面積 2.689 千㎡)×
（Ｂ：ピーク率 14.4％）×（Ｃ：自動車分担率 70％）÷（Ｄ：平均乗車人員 2.0 人）×
（Ｅ：平均駐車時間係数 0.746） 

 
イ 駐車場の位置及び構造等  図２参照 

・建物内駐車場(自走式)  合計１０3 台（平面自走式） 
  出入口２か所 図２参照 

敷地内駐車待ちスペース   
 混雑時は整理員を増員し、場内の流れを一定方向にすることにより、待機スペースを確保し、公道上で滞留すること
のないよう配慮する。 
交通への支障を回避するための方策  
・新聞折込チラシなどを配布し、経路、駐車場出入口等の案内を行う。 
・オープン時や日・祝日等の多客が予想される繁忙時には、駐車場出入口に交通整理員を配置し（4 人）、交通への支障
を回避する。 
また、混雑が継続するようであれば、状況に応じて平日も配置する。 

  ・混雑時間帯を避けて来店するよう折り込みチラシに掲載し来客者に周知する。 
 
ウ 駐輪場の確保等  図２参照 
  届出台数 ７７台（内自動二輪用 １２台）  指針参考値の台数 2,689 ㎡÷35 ㎡＝77 台 

・駐輪場の位置及び構造 １階店舗周辺に４か所 77 台を配置する。 
・駐輪場の管理体制 必要に応じ交通整理員が巡回する。 
           営業時間外は出入口を閉鎖する。 
・駐輪場案内の表示方法 誘導看板により来店への周知を行う。 

 
エ 荷さばき施設の整備等 図２参照 
（ア）荷さばき施設の整備  面積： ２８２㎡  
（イ）計画的な搬出入 

・同時作業可能台数   ：１台 
・待機スペース     ：なし 
・搬出入車両専用出入口 ：なし 
・荷さばき可能時間帯  ：午前８時～午後１０時  
・搬出入車両      ：合計 ８台（２ｔ・７台、１０ｔ・１台） 
・ 平均的な荷さばき処理時間 ：１５分 
・ピーク時の搬出入車両台数 ： ２台 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保さ

れており、駐車需要を充足してい

ると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  指針に基づく参考値の台数が確

保されており、駐輪需要を充足し

ているものと認められる。 
 
 
 
※荷さばき施設 

搬出入計画に基づき、必要な施

設が確保されており、適切な配慮が

なされていると認められる。 
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オ 経路の設定  
（ア） 案内経路  図１のとおり 
（イ） 周知の方法 

・駐車場内に案内看板を設置し出入口の案内をする。 
・新聞折込広告に案内経路図を掲載し周知する。 

※経路 
経路設定及びその周知の方法

は、必要な配慮がなされていると認

められる。 

（２）歩行者の通行の利便性の確保等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

・オープン時や日・祝日等多客が予想される繁忙時には、交通整理員を配置する。 
・駐車場内には、歩行者専用の通路を設け歩行者の安全に努める。 
・来客自転車専用出入口を設ける。 
・夜間照明を設置する。 

※ 歩行者の通行の利便性の確保に

ついて、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 

（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物減量化   
・折りたたみコンテナの使用により商品搬入ダンボールの減量化に努める。 

イ リサイクル計画  
・包装の簡素化、適正化を推進する。 
・再生紙等の再生品の利用を推進する。 
・廃棄物については、排出抑制や資源ゴミの分別を通じた廃棄物の減量化に努め適正に処理する。 
・排出される廃棄物については、専門業者に委託し適切に処理する。   
・家電リサイクル法に基づく取引や収集、運搬を専門業者に委託し適切に行う。 

  ・使用済パソコンは、パソコンリサイクル法に基づき収集、運搬を専門業者に委託して適切に行う。 
・ＯＡ用紙、商品梱包厚紙等についてもダンボールとともにリサイクルに努める。 

 
※ 廃棄物減量化及びリサイクル計

画について、必要な配慮がなされ

ていると認められる。 

（４）防災・防犯対策への協力 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 防災対策   
・災害時に駐車場等の店舗敷地の一時的使用や物資供給について、自治体から要請があった場合は可能な限り協力する。

イ 防犯対策 
・駐車場利用時間外は出入口を閉鎖する。 
・駐車場内に暗がりを作らないよう、照明の連続性に配慮する。 
・駐車場は従業員又は警備員が巡回する。 

 
※ 防災・防犯対策への協力につい
ては、適切な配慮がなされている
と認められる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア）騒音問題への一般的対策  

・騒音の発生源となる設備機器は、できる限り低騒音機器を使用する。 
  ・駐車場内の側溝蓋や排水蓋等は段差を無くし、また、蓋はボルトで固定し車の走行による音の抑制に努める。 

（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策  
ａ荷さばき作業等に伴う騒音対策 
 ・荷さばき施設については、十分なスペースの確保、荷さばき作業時間の短縮に努める。 
 ・作業人員への騒音防止意識の徹底を促す。 
・深夜や早朝における作業は行わない。 
・台車に積載した荷物は、運搬車両から直ちに室内に移動する。 
 

ｂ営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・屋外にＢＧＭ等の営業宣伝活動は行わない。 
 

 
（ウ）付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
  ａ室外機等からの騒音 

・低騒音型機器を使用する。 
 
ｂ駐車場からの騒音対策  
・混雑時には誘導員を配置し、場内走行の円滑化を図る。 
・案内看板を設置し、アイドリングストップ、空ぶかし等への注意を喚起する。 

 
ｃ廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・回収時間帯の制限を呼びかけ、廃棄物の減量化を図るなど作業時間の短縮に努める。 
・廃棄物処理業者に騒音防止意識を周知・徹底させる。 
・作業車両にアイドリングストップの働きかけを行うと共に、騒音抑制意識の徹底を図る。 
・深夜や早朝における作業は行わない。 

 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価につい

ては、昼間・夜間の等価騒音レベル

は基準を満たしている。  
夜間において発生する騒音ごと

の予測評価において、来客車両走行

音が、敷地境界ａ・ｂ・ｃ地点で基

準値を超過し、保全対象側でも超過

するが、環境騒音レベルの方が大き

く、生活環境に与える騒音の影響は

軽微であると認められる。 
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イ 騒音の予測・評価について 図１０、図１１参照                                 

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
ａ 予測方法：音源ごとに距離減衰効果及び回析減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間 

(6：00～22：00)及び夜間(22:00～6:00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点：建物の周囲からそれぞれ近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し・立地可能な住居等の屋外 

４地点。 
ｃ 評価方法：騒音に係る環境基準 

予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 
昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 

地点 用途地域区分 環境基

準類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値

備考 
相当 

Ａ 準住居地域 B 51 55 以下 36 45 以下 1.2ｍ,9.6ｍ高さ 
Ｂ Ａ 54 55 以下 34 45 以下  
Ｃ 

第一種低層住居 
      専用地域 Ａ 49 55 以下 33 45 以下  

 
（イ）発生する騒音ごとの予測･評価方法      

ａ 予測方法：音源ごとに距離減衰効果及び回析減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点：建物の周囲について、音源毎に最短敷地境界地点及び保全対象として住居等の立地可能な屋外２地点。 
ｃ 評価方法：騒音規制法に係る夜間の規制基準（八千代市は、準住居地域について上乗せ基準がある） 

  ｄ 発生する騒音ごとの予測結果 
予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜  間（22:00～6:00） 地点

名 用途地域区分 騒音規制法 
区域区分 敷地境界 基準値 保全対象 基準値 環境騒音

備  考 

ａ 準住居地域 第２種区域 54 40 ｄ：46 40 58～59 来客車両走行音 
ｂ 第一種低層住居専用地域 第１種区域 46 40 ｄ：46 40 58～59 来客車両走行音 
ｃ 第一種低層住居専用地域 第１種区域 55 40 ｅ：51 40 55～56 来客車両走行音 

 
※ 夜間の駐車場の利用時間は、22:30 までである。 
※ 来客者車両走行音が原因で敷地境界予測地点ａ，ｂ，c で基準値を超過し、保全対象側地点でも超過するが、現況夜間
の環境騒音レベルの方が大きく、周辺生活環境に及ぼす影響は軽微であると考えられる。 
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について 図２参照 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量： １００m3  （高さ２．０ｍ） 
（指針）「廃棄物等の保管量（ｍ３）」＝ A × B ÷ C 

 A：1 日当たりの廃棄物等
の排出予測量（ｔ） 

B：廃棄物等の 
 平均保管日数

C：廃棄物等の見
かけ比重 

排出予測量（㎥）
（保管量） 

紙製廃棄物等 ０．５５９ ２ ０．１０ １１．２ 
金属製廃棄物等 ０．０１９ ２ ０．１０ ０．３８

ガラス製廃棄物等 ０．０１６ ２ ０．１０   ０．３２

プラスチック製 
廃棄物等 

 
０．０５４

 
２ 

 
０．０１ 

 
１０．７６

生ごみ等 ０．４５４ ２ ０．５５   １．６５

その他の可燃物等 ０．１４５ ２ ０．３８   ０．７６

 計       ２５．０６

     廃家電等排出予測量（同社の他店舗の実績から予測） １１．７３ｍ３ 

  
   指針に基づく排出予測量：２５．０６ｍ３ 

 ＋廃家電等排出予測量：１１．７３ｍ３ 

 ＝全体排出予測量：３６．７９ｍ３ 

 

 
イ 廃棄物等の運搬や処分について ： 
（ア））・運搬・処理方法 指定業者等による敷地外処理。 
   ・運搬頻度    ２日に１回 

 
※ 廃棄物に係る事項について、保
管施設は、指針を満たす保管容量
が確保されており、運搬等につい
ても配慮がなされていると認めら
れる。 

 

（３）街並みづくり等への配慮等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 敷地内の緑化計画 ：緑化面積 ５０㎡   
   八千代市緑化推進指導要綱に基づき八千代市と協議し整備する。指導要綱基準：（敷地面積―建築面積）×２０％ 

計画地は、土地区画整理事業により土地区画の整備が行われ、事業地内全体で緑地が整備されている。    
イ 街並みづくり、景観への配慮 

・ シンプルなデザインとし、清潔感のある建物とする。 
・ 周辺の景観及び建築物との調和に配慮する。 
・ 広告物の形態、デザイン及び色彩は建築物と調和するよう配慮し、その建築物及び周辺の街並みの景観を損なわない
ものとする。 

ウ 屋外照明・広告塔照明等  
 ・点灯時間  日没から駐車場閉鎖時刻まで 
・光害対策  住宅に対して照射角度を配慮する。 

 
※ 街並みづくり等への配慮 

地域環境との調和に適切な配慮 
がなされていると認められる。 
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３ 市町村・住民等の意見について 
意見とその対応 検討状況 

ア 八千代市の意見 

（ア） 国道１６号側駐車場出入口は村上小学校、村上中学校の通学路に当たるため、歩行者への安全対策を講じるこ
と。 

 （対応） 
   歩行者への安全を守るため、オープン時には交通整理員を配置して、児童の安全を促します。 
   なお、出店後の状況をみて、必要に応じて平日においても交通整理員を配置するよう検討します。 
   また、駐車場出入口付近に一時停止線を設けることで、来客車両に歩行者への安全を促すよう配慮します。必

要に応じて安全を喚起する看板等を設置するよう検討します。 
 
（イ）八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に規定する多量排出事業者に該当する場合は、事業系一般廃

棄物減量化計画書等を提出すること。 
（対応） 

八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に規定する多量排出事業者に該当する場合は、事業系一般廃棄物減
量化計画書等を提出します。 

 
（ウ）八千代市公害防止条例に基づく騒音の規制基準を遵守すること。 
 （対応） 
    設備機器の昼間、朝夕、の規制基準を等価騒音予測地点で下回っており、住居側での影響は軽微なものと考えます。

なお、設備機器関係は屋上に設置することで住居との距離を保ち、また、メンテナンス等を定期的に行うことで騒音
の低減化に努めます。 
また、八千代市公害防止条例に関する書類を店舗開店 1 ヶ月前までに提出します。 
 

（エ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、適正に廃棄物処理を行うこと。 
 （対応） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し適正に廃棄物処理を行います。 
 

（オ）敷地内及び沿道部分の緑化について検討すること。 
 （対応） 
    店舗東側に５０．５１㎡の緑地を設け、市街地の緑化に配慮します。 
 
（カ）店舗設置後も周辺生活環境の保持の観点から不測の事態が生じた場合は、近隣住民と調整し、誠実に実効ある措置を講

ずること。 
 （対応） 

店舗設置後は店長を苦情等の問い合わせ先とし、近隣住民との調整を行い、誠意ある対応を行います。 

 
※ 八千代市からの意見について

は、必要な対応がなされると認め

られる。 
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第 3 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、指針に基づく参考値の台数が確保されており、駐輪需要を充足しているものと認められる。 
   経路設定及びその周知方法については、必要な配慮がなされていると認められる。 

 
２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がなされていると認められる。 

 
３ 発生する騒音の予測・評価については、昼間・夜間の等価騒音レベルは基準を満たしている。夜間において発生する騒音ごとの予測評価において、来客車両

走行音が、敷地境界ａ、ｂ、ｃ地点で基準値を超過し、保全対象側でも超過するが、環境騒音レベルの方が大きく、周辺の生活環境に与える騒音の影響は軽微

であると認められる。 
 
４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても

適切な配慮がなされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がなされていると認められる。 
 
６ 八千代市からの意見については、必要な対応がなされると認められる。なお、住民等からの意見はなかった。 

 
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るための施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮がなされている

と判断する。 
 
第 4  県の意見(案) 

   「意見なし」 
   なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件 ２       大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5 条第 1 項）  
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称：（仮称）カスミ東金押堀店                       ＜届出概要＞ 
 ２ 所在地：東金市押堀字能代１１番１ほか 
３ 建物設置者：株式会社カスミ 代表取締役 小濵裕正 
４ 小売業者名：株式会社カスミ  (業種：食料品、生活関連品販売) 
５ 敷地の概要：・敷地面積 １４，６４１㎡  ・所有形態  賃貸借 

・都市計画区域 非線引き区域 
・用途地域   無指定地域 
・現況     田・畑（平成１８年１０月５日農地転用許可） 
・建築確認   平成１８年１０月３１日 

６ 建物の概要：・構造     鉄骨造平屋建 
・建築面積   ５，２８７㎡ 
・延床面積   ４，９８３㎡ 
・店舗面積   ４，３０６㎡ 

７ 周辺の環境等：東側は農地、西側は道路を挟み店舗 
南側は店舗、北側は店舗である。 

８ 処理経過：届出日 平成１８年６月１９日 
公告縦覧期間  平成１８年７月１１日～平成１８年１１月１１日 
説明会開催日時 平成１８年７月２６日 午後３時、午後７時 

平成１８年８月 ９日 午後２時 
      場所 東金市中央公民館、東金市押堀農村協同館 

９ 市町村・住民等の意見 ：東金市の意見    あり 
：住民等の意見    あり 

１ 新設日 ：平成１９年２月１０日 
２ 店舗面積：４，３０６㎡ 
３ 駐車場の位置：図２ 
  駐車場の収容台数：２２６台 
４ 駐輪場の位置：図２ 
  駐輪場の収容台数：１２５台 
５ 荷さばき施設の位置：図２ 
  荷さばき施設の面積：２７４㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図２ 
  廃棄物保管施設の容量：３０㎥ 
７ 開店時刻：午前９時 

（年間 90 日に限り午前 5 時 45 分） 
  閉店時刻：翌午前零時 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時４５分 
（年間 90 日に限り午前 5 時 45 分） 
～翌午前零時 15 時 

９ 駐車場の出入口の数：３か所 
 駐車場の出入口の位置：図２ 

10 荷さばき可能時間帯：午前３時～午後１０時 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数 ２２６台(うち身障者用３台) 

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 970 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 4.306 千㎡） 
           ×（Ｂ：ピーク率 14.4％）×（Ｃ：自動車分担率 80％） 

÷（Ｄ：平均乗車人員 2.0 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.895） 
              ＝２１５台 
イ 駐車場の位置及び構造等（図２ 参照） 

・建物外平面駐車場（自走式） 
・出入口３か所 
交通への支障を回避するための方策 
・オープンセール期間及び繁忙期に、交通整理員（２名～６名）を出入口３か所と駐車場内に配置する。 

ウ 駐輪場の確保等（図２ 参照） 
  ・届出台数 １２５台（内自動二輪用 １０台） ＊指針参考置の駐輪台数 4,306 ㎡÷35 ㎡＝123 台 

・駐輪場の管理体制 社員が巡回し整理等を行う。 
・駐輪場案内の表示方法 案内看板及びカラー舗装とする。 

エ 荷さばき施設の整備等（図２ 参照） 
（ア）荷さばき施設の整備  面積：２７４㎡（①、１０４㎡ ②、１７０㎡） 
（イ）計画的な搬出入 

・同時作業可能台数    ：２台（①１台、②１台） 
 ・待機スペース      ：なし 
・搬出入車両専用出入口  ：あり（１か所） 
・荷さばき可能時間帯   ：午前３時～午後１０時 
・搬出入車両             ：１５台（２ｔ車６台、４ｔ車９台）              
・平均的な荷さばき処理時間：１５分 
・ピーク時の搬出入車両台数：３台 

オ 経路の設定 
（ア）案内経路   図４のとおり 
（イ）周知の方法 

・チラシ等の配布：新聞折込広告に案内図を掲載する。 
・駐車場誘導案内板の設置。（６か所） 
・退店における迂回路が守られず交通安全及び流動に問題が生じた場合は、対策を検討する。 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保され

ており、駐車需要を充足していると認

められる。 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  指針に基づく参考置の台数が確保

されており、駐輪需要は充足している

と認められる。 
 
 
※荷さばき施設 

搬出入計画に基づき、必要な施設が

確保されており、適切な配慮がなされ

ていると認められる。 
 
 
 
 
 
※ 経路 

経路設定及びその周知の方法は、

必要な配慮がなされていると認めら

れる。 

（２）歩行者の通行の利便性の確保等 
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指針等に基づく配慮事項 検討状況 
・敷地内の歩行者、自転車の専用通路をカラー舗装し場内設置の夜間照明により歩行者の安全を確保する。（図３参照）

・駐車場出入口横に歩行者、自転車専用の出入口を設けるとともに、誘導案内看板を設置する。 
※ 歩行者の通行の利便性の確保につ

いて、必要な配慮がなされていると認

められる。 
 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 廃棄物減量化 
・計画的な商品仕入れや商品管理を行い、廃棄物の発生量を抑える。 
・搬入時、折りたたみコンテナーの利用によるダンボール使用量の削減に努める。 
・レジ袋、容器、包装資材の削減に努め、簡易包装、商品のバラ売りを推進し廃棄物の減量化を行う。 

イ リサイクル計画 
 ・食品廃棄物は、食品リサイクル法の基本方針に基づき、発生の抑制・減量・再利用に努める。（具体的には、魚のあ

ら及び厨芥類廃棄物については、飼料等に加工の上リサイクルを行う。） 
 ・廃棄物のリサイクルについては、発泡スチロール、段ボール、魚のあら、廃食用油等を行う。  
 ・発泡スチロールは、自社内にリサイクルセンターを設け、１００％再資源化を予定している。 

・段ボールは１００％リサイクルを実施している。 
・店頭にリサイクル回収ボックス（食品トレイ・アルミ缶・牛乳パック）を設置しそれぞれ専門業者に委託しリサイ

クルを行う。 
  

※ 廃棄物の減量化及びリサイクル計

画について、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 

 
（４）防災・防犯対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 防災対策  
・行政から要望があれば協力する。 

イ 防犯対策 
・駐車場利用時間外には、出入口にチェーンバリカー等で閉鎖する。 
・駐車場内に適切な照明設備を設置する。 

※ 防災・防犯対策への協力について

は、適切な配慮がなされていると認め

られる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア）騒音問題への一般的対策 ：遮音壁を設置する。 

 
（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 

ａ 荷さばき作業等に伴う騒音対策 
・荷さばき作業：搬出入車両のアイドリング禁止を徹底する。 

夜間の荷さばき作業におけるバックブザーの使用を禁止する。 
        搬入車両の低速走行（10Km／h）及び一時停止の徹底を図る。 

商品納入の定時配送により作業時間の短縮を図る。 
搬出入車両出入口前面の保全対象側に住居が立地した場合は、夜間帯の搬出入車両は、出入口

①から入出庫し店舗西側風除室で荷さばき作業を行い騒音対策に配慮する。 
 

・荷さばき施設：荷さばき施設の適正配置により作業時間の短縮を図る。 
 

b 営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・屋外の拡声器はＢＧＭ等の営業宣伝活動には使用しない。 

(ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
a  室外機等からの騒音 

・必要最小限の運転に心掛ける。 
・室外機は低騒音型を採用し、東側敷地境界に遮音壁を設置する。（厚さ 10 ㎝、高さ 2.4ｍ、材質ＡＬＣ） 

b  駐車場からの騒音対策 
・アイドリングストップの看板を設置するとともに店内放送により周知を図る。 
 

c  廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・施設面の対策：最適な施設配置により作業時間の短縮を図る。  
・運用面の対策：作業者に騒音抑制意識向上の徹底を行う。 

 
 
 
 

※騒音 
騒音の総合的な予測・評価につい 

ては、昼間・夜間の等価騒音レベルは基

準値を満たしている。 
夜間において発生する騒音ごとの予測

評価において、荷さばき車両走行音が、

保全対象側予測地点においても基準値を

超過するが、現在農地であり、将来住居

が立地した際には、夜間帯の荷さばき作

業は、店舗西側風除室で行い騒音対策に

配慮するとしていることから、必要な対

応がとられるものと認められる。 
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イ 騒音の予測・評価について（図３ 参照）                                 

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
a  予測方法：音源ごとに距離減衰効果及び回折減衰を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間 

(6：00～22：00) 及び夜間(22:00～6:00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
b  予測地点：建物の周囲に近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外４地点

c  評価方法：都市計画法の用途指定外であり、環境基準の指定がないため、周辺の状況からＢ類型とした。 
d  騒音の総合的な予測結果 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 

環境

基準

類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ａ地点 無指定 （Ｂ） 50 55 以下 41 45 以下  
Ｂ地点 無指定 （Ｂ） 39 55 以下 34 45 以下  
Ｃ地点 無指定 （Ｂ） 38 55 以下 33 45 以下  
Ｄ地点 無指定 （Ｂ） 48 55 以下 45 45 以下  

 
（イ）発生する騒音ごとの予測･評価方法      

a 予測方法：音源ごとに距離減衰効果及び回折減衰を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点：建物の周囲について、音源毎に最短敷地境界地点。 
ｃ 評価方法：騒音規制法のあてはめがなく、東金市環境保全条例による「その他の地域」の基準値を適用した。 
ｄ 発生する騒音ごとの予測結果 

予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜  間 （22:00～6:00） 

地点名 用途地域区分
騒音規制法 

区域区分 敷地境界 基準値 保全対象 基準値 予測地点 

 

備  考 

Ｐ１地点 － （その他） 52 50 48 50 Ｄ 荷さばき車両走行音 

Ｐ２地点 － （その他） 87 50 72 50 Ａ 荷さばき車両走行音 

Ｐ３地点 － （その他） 58 50 50 50 Ｂ、P3’ 荷さばき車両走行音 

※ 荷さばき車両走行音が原因で、敷地境界予測地点で基準値を超過し、保全対象側でも超過する地点があるが、現

在、農地であり、環境に与える影響は軽微であると認められる。なお、保全対象側に住居が立地した場合は、夜間

帯の搬出入車両は、出入口①から入出庫し店舗西側風除室で荷さばき作業を行い騒音対策に配慮する。 
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について （図３ 参照） 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量 ：３０m3（２０㎡×１．５ｍ）   

 
（指針）「廃棄物等の保管容量（ｍ３）」(Ａ×Ｂ÷Ｃ) 

 A：1 日当たりの廃棄物等
の排出予測量  （ｔ）

B：廃棄物等の平
均保管数  （日）

C：廃棄物等の見
かけ比重 

保管容量 
（㎥）

紙製廃棄物等 ０．８９６ １ ０．１０ ８．９６
金属製廃棄物等 ０．０３０ ３．５ ０．１０ １．０５
ガラス製廃棄物等 ０．０２６ １ ０．１０  ０．２６

プラスチック製 
廃棄物等 

０．０８６ １ ０．０１ ８．６０

生ごみ等 ０．７２８ １ ０．５５ １．３２
その他の可燃物等 ０．２３３ １ ０．３８ ０．６１

合   計  ２０．８１

 
イ 廃棄物等の運搬や処分について 
・運搬・処理方法 許可業者による敷地外処理 
・運搬頻度    毎日 

※廃棄物 
廃棄物に係る事項等について、保管

施設は指針を満たす保管容量が確保

されており、運搬等についても配慮が

なされていると認められる。 
 

 
（３）街並みづくり等への配慮等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 敷地内の緑化計画 ： 緑化面積 ４３９㎡（敷地面積 １４，６４１㎡の３．０％） 

（都市計画法では３％以上確保） 
 

イ 街並みづくり、景観への配慮 ：店舗計画地南側に住宅が立地しているため、街並みの形成及び景観との調和が図

れる配置とした。 
                 建物外壁の色彩、デザイン、屋外広告物等は周辺との調和が図れる計画とする。

                 植栽による敷地内の緑化を行い、景観と環境に配慮する。  
                  
ウ 屋外照明・広告塔照明等 

・点灯時間  日没から閉店まで。 
・光害対策  住宅に対して照射角度を配慮する。 

※街並みづくり等への配慮 
地域環境との調和に適切な配慮がな

されていると認められる。 
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３ 市町村・住民等の意見について 
ア 東金市の意見  
（ア） 災害時行動マニュアル、防災体制を整備し、防災訓練、従業員に対する防災教育を実施すること。 

(対応) 従業員及び店舗利用者の災害時の安全を確保するため、災害時行動マニュアル、防災体制を整備し、防災訓

練、従業員に対する防災教育を実施します。 
 
 

（イ） 騒音規制法に定める特定施設等の届出について協議願いたい。 
(対応) 特定施設に該当する施設はありません。 

 
 
イ 住民等の意見 
（ア）出入口３について右折を認めると交通渋滞が予想されるので、右折レーンの設置をお願いします。 

(対応) 出入口３の右折入庫については、ピーク１時間における来台数（２４台）が少なく、指針に記載の「ただし、

右折を伴う来客車が少数である場合や適切な右折用斜線が確保されている場合等、周辺の交通状況に与える影

響が少ないときには、この限りではない」ことから適宜交通整理員を配置し計画しました。（ピーク時右折イン

来台数；２４）但し、右折インにより交通安全及び流動に問題が生じた場合には、対策を検討いたします。（千

葉県警察本部交通規制課と協議済み） 
 
 
（イ） 出入り口２、出入口３について右折出庫の禁止の徹底をお願いします。 

(対応) 出入口②、③は右折出庫禁止とし、「右折アウト禁止」看板を設置する計画としております。 
また、オープンセール期間及び繁忙期には交通整理員を配置し、運用面においても徹底する計画としておりま

す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 東金市からの意見及び住民等からの

意見については、必要な対応がなされ

ると認められる。 

 
 
 

 



 8

第３ 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、指針に基づく参考置の台数が確保されており、駐輪需要は充足していると認められる。 
   経路の設定及びその周知方法について、必要な配慮がされていると認められる。 
 

２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 
 

３ 騒音の発生に係る事項について、騒音の総合的な予測・評価については、昼間・夜間の等価騒音レベルは基準値を満たしている。 
夜間において発生する騒音ごとの予測評価において、荷さばき車両走行音が、保全対象側予測地点においても基準値を超過するが、現在農地であり、将来住

居が立地した際には、夜間帯の荷さばき作業は、店舗西側風除室で行い騒音対策に配慮するとしていることから、必要な対応がとられるものと認められる。 
 

 ４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても、

適切な配慮がされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がされていると認められる。 
 
６ 東金市からの意見及び住民等からの意見については、必要な対応がなされると認められる。 

  以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るため施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断

する。 
 
第４ 県の意見(案) 

   「意見なし。」 
    なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件３        大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5 条第 1 項）  
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称：（仮称）牧の原ファッションモール                     ＜届出概要＞ 
２ 所 在 地：印西市西の原五丁目３番 
３ 建物設置者：株式会社しまむら 代表取締役 野中正人 
４ 小売業者名：株式会社しまむら（業種：住・生活関連品専門店） 
５ 敷地の概要：・敷地面積   １０，００７㎡    ・所有形態 借地 

・都市計画区域 市街化区域 
・用途地域   準工業地域 
・現  況   宅 地（更地） 
・建築確認 平成１８年１１月２２日   

６ 建物の概要：・構  造 鉄骨造平屋建 
        ・建築面積  ３，９５６㎡   

・延床面積  ３，７８５㎡ 
・店舗面積  ３，３０１㎡ 

７ 周辺の環境等：計画地は国道４６４号線（上り）に面した準工業地域で、東側、西側、南側とも

店舗予定地であり、現在は更地である。北側は国道及び鉄道となっている。 
  ８ 処理経過：  届出日     平成１８年６月３０日 

        公告縦覧期間  平成１８年８月 １日～平成１８年１２月 １日 
        説明会 日 時 平成１８年８月２９日 午後２時３０分～ 
            場 所 印西市立そうふけ公民館 

９ 市町村・住民等の意見： 
 ・印西市の意見  なし 
 ・住民等の意見  なし 

１ 新設日 ：平成１９年３月１日 
２ 店舗面積：    ３，３０１㎡ 
３ 駐車場の位置：図２参照 
  駐車場の収容台数：  １７３台 
４ 駐輪場の位置：図２参照 
  駐輪場の収容台数：  １２２台 
５ 荷さばき施設の位置：図２参照 
  荷さばき施設の面積： ２７９㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図２参照 
  廃棄物保管施設の容量： ５７ｍ３ 
７ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：午後 ９時 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

  午前９時４５分～午後９時１５分 
９ 駐車場の出入口の位置：図２参照 

駐車場の出入口の数：  ２か所 
10 荷さばき可能時間帯： 
     午後９時１５分～午前２時 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数  １７３台（身障者用 ３台） 

必要駐車場台数 １５２台 
・小売店舗に係る必要駐車台数（指針） 

 （Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1,001 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 3.301 千㎡）×（Ｂ：ピーク率 14.4％）
×（Ｃ：自動車分担率 80％）÷（Ｄ：平均乗車人員 2.0 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.8）＝１５２台 

 
イ 駐車場の位置及び構造等  図２参照 

・平面駐車場(自走式) １７３台  
  出入口２か所 図２参照 

敷地内駐車待ちスペース  入口№１ なし、 №２ なし 
交通への支障を回避するための方策  
・駐車場内の車両通路幅を十分に確保し、混雑緩和を図る。 
・オープンセール等混雑が予測される場合は、駐車場出入口付近に交通整理員を配置し、交通への支障を回避する。 

 
ウ 駐輪場の確保等  図２参照 
  届出台数 １２２台（内自動二輪用 １７台） 

・指針参考値の駐輪台数 7,395 ㎡÷35 ㎡＝94 台  
・駐輪場の位置及び構造 店舗全面に１２２台分を配置する。 
・駐輪場案内の表示方法 駐輪区画の表示を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保さ

れており、駐車需要を充足してい

ると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  指針に基づく参考値の台数が確

保されており、駐輪需要を充足し

ていると認められる。 
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エ 荷さばき施設の整備等 図２参照 
（ア）荷さばき施設の整備  面積：２７９㎡ （施設１ ９３㎡・施設２ ８３㎡・施設３ １０３㎡） 
（イ）計画的な搬出入 

・同時作業可能台数   ：各１台 
・待機スペース     ：なし 
・搬出入車両専用出入口 ：なし 
・荷さばき可能時間帯  ：午後９時１５分～午前２時  
・搬出入車両      ：合計 ３台（４ｔ） 
・平均的な荷さばき処理時間 ：１５分 
・ピーク時の搬出入車両台数 ：１台 

オ 経路の設定  
（ア） 案内経路  図４のとおり 
（ロ） 周知の方法 

・広告及び駐車場案内看板を設置する。 
・新聞折込広告に位置図を掲載し周知する。 
 

※荷さばき施設 
搬出入計画に基づき、必要な施

設が確保されており、適切な配慮が

なされていると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※経路 

経路設定及びその周知の方法

は、必要な配慮がなされていると認

められる。 
 

 
（２）歩行者の通行の利便性の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
・店舗前面から来客駐車スペースまで幅を持たせ歩行者通路を確保する。 
・夜間照明を設置する。 

 
※ 歩行者の通行の利便性の確保に

ついて、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 
 

 
 
 
 



 4

（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物減量化   
・店舗間の商品移動を行う場合、納品時のダンボールを再利用する。 
・納品後の不用なハンガーは、店舗にて希望するお客様に配布する。 
・過剰包装を廃止し廃棄物の減量化に努める。 
・廃棄物の保管場所は屋内に設置し、ゴミの分別を徹底する。 
・納品時の梱包資材を極力減らしている。 

イ リサイクル計画 
・ダンボール、缶、ビンは再生処理として指定業者に委託する。 

 
 

 
※ 廃棄物減量化及びリサイクル計

画について、必要な配慮がなされ

ていると認められる。 

 
（４）防災・防犯対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 防災対策   

・自治体からの要請に応じて協力する。 
イ 防犯対策 

・駐車場内に適切な照明設備・防犯カメラを設置する。 
  ・閉店後の駐車場出入口の施錠による施設管理の強化 
 ・緊急時の通報体制の整備 

 

 
※ 防災・防犯対策への協力につい
ては、適切な配慮がなされている
と認められる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア） 騒音問題への一般的対策 
   ・計画地の店舗周辺に緑地帯を設置する。 

・従業員や関係者等にも騒音抑制意識の向上を推進する。 
 

（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策  
ａ荷さばき作業等に伴う騒音対策 
 ・荷さばき施設の十分なスペースの確保による荷さばき時間の短縮を図る。 
 ・荷さばき施設の室内化 
・配送作業の効率化により、作業の短縮化を行う。 
・荷さばき車両のアイドリング禁止の徹底 
・荷さばき作業時の騒音抑制意識を徹底させる。 
・夜間荷さばき作業車両のバックブザー音をオフにする。 
・荷さばき作業車両の走行は、夜間は１０㎞の低速走行で移動する。 
 

ｂ営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・ＢＧＭの営業宣伝活動は行わない。 

 
（ウ）付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
  ａ室外機等からの騒音 

・低騒音型の機器を設置する。 
 

ｂ駐車場からの騒音対策  
・駐車場内の段差を極力なくす。 
・乗り入れ時の騒音が極力発生しないよう前面道路に併せた敷地レベルとする。 
・従業員による見回りの実施 
・来店者に対するアイドリングストップ看板の掲示 

 
ｃ廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・施設を一部屋内化する。 
・保管施設の十分な面積の確保 
・廃棄物処理業者に騒音防止の呼びかけ及び収集作業の効率化 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価につい

ては、昼間・夜間の等価騒音レベル

はすべて基準を満たしている。夜間

において発生する騒音ごとの予測

結果において、敷地境界で荷さばき

車両走行音が基準値を超過するが、

周辺は店舗予定地であり、生活環境

に与える影響は軽微であると認め

られる。 
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イ 騒音の予測・評価について                                          

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
ａ 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00)及び夜間 

(22：00～6：00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点：建物の周囲に近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外等 

３地点 
ｃ 評価方法：騒音に係る環境基準 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点 用途地域区分 環境基

準類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 
相当 

Ａ 準工業地域 Ｃ 50 60 以下  <30 50 以下  

B 準工業地域 Ｃ 46 60 以下  <30 50 以下  

Ｃ 準工業地域 Ｃ 44 60 以下  <30 50 以下  

 
（イ）発生する騒音ごとの予測･評価方法      

a 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
b  予測地点：建物の周囲について、音源毎に最短敷地境界地点。 
c  評価方法：騒音規制法に係る夜間の規制基準。店舗は準工業地域（第３種区域：基準値 50ｄB）に立地。 
d  発生する騒音ごとの予測結果 

予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜  間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 騒音規制法 

区域区分 敷地境界 基準値 保全対象 基準値 環境 
騒音 

 
備  考 

Ｅ 準工業地域 第３種区域 71 50 － － － 荷さばき車両走行音 

Ｆ 準工業地域 第３種区域 65 50 － － － 荷さばき車両走行音 

Ｇ 準工業地域 第３種区域 58 50 － － － 荷さばき車両走行音 

 
※ 敷地境界において基準値を超過するが、周辺は店舗予定地であり、将来にわたって保全対象とならないため周辺 

環境に及ぼす影響は軽微であると考えられる。 
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（２）廃棄物に係る事項等  
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について 図４参照 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量： ５７m3 （高さ１．５ｍ）No１ ２１ｍ３、No２ １５ｍ３  No３ ２１ｍ３ 
（指針）「廃棄物等の保管量（ｍ３）」＝ A × B ÷ C 

 A：1 日当たりの廃棄物等
の排出予測量（ｔ） 

B：廃棄物等の 
 平均保管日数

C：廃棄物等の見
かけ比重 

排出予測量（㎥）
（保管量） 

紙製廃棄物等 ０．６９０ ２ ０．１０ １３．８０
金属製廃棄物等 ０．０２３ ７ ０．１０ １．６１

ガラス製廃棄物等 ０．０２０ ７ ０．１０   １．４０

プラスチック製 
廃棄物等 

 
０．０７０

 
２ 

 
０．０１ 

 
１．４０

生ごみ等 ０．５６０ ２ ０．５５  ２．００
その他の可燃物等 ０．１８０ ２ ０．３８ ０．９５

合  計    ３３．７６

      
イ 廃棄物等の運搬や処分について ： 
（ア））・運搬・処理方法 許可業者等による敷地外処理 
   ・運搬頻度    ２日～７日 

 
※ 廃棄物に係る事項について、保
管施設は、指針を満たす保管容量
が確保されており、運搬等につい
ても配慮がなされていると認めら
れる。 

 

（３）街並みづくり等への配慮等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 敷地内の緑化計画 ：緑化面積 ５０４㎡  （敷地面積１０，００７㎡の５％）ほかフラワーポットの設置 
            印西市開発行為等指導要綱の基準５％を確保している。 
イ 街並みづくり、景観への配慮 
・店舗の色彩は主にベージュを基調として落ち着いた色調の外観とする。 

 ・敷地内の緑化は周辺に配置し景観に配慮する。 
ウ 屋外照明・広告塔照明等  
 ・点灯時間  （冬）午後６時１５分から午後９時３０分まで、（夏）午後６時４５分から午後９時３０分まで 

・光害対策  住宅に対して照射角度を配慮する。 

 
※ 街並みづくり等への配慮 

地域環境との調和に適切な配慮 
がなされていると認められる。 

３ 市町村・住民等の意見について 
  なし 
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第 3 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、指針に基づく参考値の台数が確保されており、駐輪需要を充足していると認められる。 
   経路設定及びその周知方法については、必要な配慮がなされていると認められる。 

 
２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 

 
３ 発生する騒音の予測・評価については、昼間・夜間の等価騒音レベルはすべて基準を満たしている。夜間において発生する騒音ごとの予測結果においては、

敷地境界において、荷さばき車両走行音が基準値を超過するが、周辺は店舗予定地であり生活環境に与える影響は軽微であると認められる。 
 
４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても

適切な配慮がなされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がなされていると認められる。 
 
６ 印西市及び住民等からの意見はなかった。 

 
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るための施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮がなされている

と判断する。 
 
第 4  県の意見(案) 

   「意見なし」 
   なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。    
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審議案件４        大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5 条第 1 項）  
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称：（仮称）ケーズデンキ印西牧の原店                     ＜届出概要＞ 
２ 所 在 地：印西市西の原三丁目１番地ほか 
３ 建物設置者：ギガスケーズデンキ株式会社 代表取締役 加藤修一 
４ 小売業者名：ギガスケーズデンキ株式会社（業種：住・生活関連品専門店） 
５ 敷地の概要：・敷地面積   ２５，６９７㎡    ・所有形態 借地 

・都市計画区域 市街化区域 
・用途地域   準工業地域 
・現  況   宅 地 
・建築確認 平成１８年８月１６日   

６ 建物の概要：・構  造 鉄骨造平屋建（一部２階建） 
        ・建築面積 １０，７２１㎡   

・延床面積 １１，０１３㎡ 
・店舗面積  ７，３９５㎡ 

７ 周辺の環境等：計画地は国道４６４号線（上り）に面した準工業地域で、東側は市道を挟んで物

販店が立地し、西側は企業の研究所があり、南側は市道を挟んで住居、北側は国道

及び鉄道となっている。 
  ８ 処理経過：  届出日     平成１８年７月１０日 

        公告縦覧期間  平成１８年８月 １日～平成１８年１２月 １日 
        説明会 日 時 平成１８年８月３０日 午後６時３０分～ 
            場 所 印西市立そうふけ公民館 

９ 市町村・住民等の意見： 
 ・印西市の意見  なし 
 ・住民等の意見  なし 

１ 新設日 ：平成１９年３月１０日 
２ 店舗面積：    ７，３９５㎡ 
３ 駐車場の位置：図３参照 
  駐車場の収容台数：  ４７７台 
４ 駐輪場の位置：図３参照 
  駐輪場の収容台数：  ２４０台 
５ 荷さばき施設の位置：図３参照 
  荷さばき施設の面積： １００㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図４参照 
  廃棄物保管施設の容量： ６３ｍ３ 
７ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：午後 ９時 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

  午前９時３０分～午後９時３０分 
９ 駐車場の出入口の位置：図３参照 

駐車場の出入口の数：  ４か所 
10 荷さばき可能時間帯： 
       午前９時～午後１０時 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数  ４７７台（身障者用 ２台） 

必要駐車場台数 ４７７台 
・ 小売店舗に係る必要駐車台数（指針） 

 （Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 950 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 7.395 千㎡）×（Ｂ：ピーク率 14.4％）
×（Ｃ：自動車分担率 80％）÷（Ｄ：平均乗車人員 2.0 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 1.178）＝４７７台 

 
イ 駐車場の位置及び構造等  図３参照 

・１階平面駐車場(自走式) ４７７台  
  出入口４か所 図３参照 

敷地内駐車待ちスペース  入口№１ ２７ｍ、 №２ ２３ｍ 
交通への支障を回避するための方策  
・案内表示板を設置し渋滞を回避する。 
・案内経路図を記載した新聞折り込み広告を配布し誘導経路の情報提供を行う。 
・開店時にはプラカードを提示した誘導員を配置し来客車両を誘導経路に沿って誘導する。 
・オープン時や土曜・日曜等の繁忙時には、駐車場出入口に常時交通整理員を配置し、交通への支障を回避する。 

 
ウ 駐輪場の確保等  図３参照 
  届出台数 ２４０台（内自動二輪用 １０台） 

・指針参考値の駐輪台数 7,395 ㎡÷35 ㎡＝211 台  
・駐輪場の位置及び構造 店舗北側に２か所にわけ２４０台を配置する。 
・駐輪場の管理体制 従業員及び交通整理員が適宜巡回し管理を行う。 
・駐輪場案内の表示方法 駐輪区画の表示及び店舗掲示による。 

 
 
 
 
 
 
 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保さ

れており、駐車需要を充足してい

ると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  指針に基づく参考値の台数が確

保されており、駐輪需要を充足し

ていると認められる。 
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エ 荷さばき施設の整備等 図３参照 
（ア）荷さばき施設の整備  面積：１００㎡  
（イ）計画的な搬出入 

・同時作業可能台数   ：１台 
・待機スペース     ：あり 
・搬出入車両専用出入口 ： あり 
・荷さばき可能時間帯  ：午前９時～午後１０時  
・搬出入車両      ：合計 ２０台（４ｔ） 
・平均的な荷さばき処理時間 ：１５分 
・ピーク時の搬出入車両台数 ：２台 

オ 経路の設定  
（ア） 案内経路  図６のとおり 
（ハ） 周知の方法 

・駐車場出入口及び駐車場内に案内看板を設置する。 
・付近の交差点に場所が確保でき次第、野立て看板を設置する。 
・新聞折込広告に案内経路図を掲載し周知する。 

 

※荷さばき施設 
搬出入計画に基づき、必要な施

設が確保されており、適切な配慮が

なされていると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※経路 

経路設定及びその周知の方法

は、必要な配慮がなされていると認

められる。 
 

 
（２）歩行者の通行の利便性の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
・歩行者専用出入口を設け、場内は歩行者通路を設置し、白線により路面標示する。 
・夜間照明を設置する。 

 
※ 歩行者の通行の利便性の確保に

ついて、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
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（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物減量化   
・店舗及び事務所内にポスター等を掲示し、資源ゴミの分別を喚起して廃棄物の減量化に努める。 
・過剰包装を廃止し廃棄物の減量化に努める。 
・書類はできるだけ電子化を進める。 

イ リサイクル計画 
  ・家電リサイクル対象品は家電リサイクル法に基づき適切に処理する。 

・ペットボトル・空き缶及び乾電池については、リサイクルボックスを設置し、リサイクル意識の高揚を図る。 
・パソコンはできるだけ再生整備し、リユースする。 
・積極的に再生紙を利用する。 

 
 

 
※ 廃棄物減量化及びリサイクル計

画について、必要な配慮がなされ

ていると認められる。 

 
（４）防災・防犯対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 防災対策   

・自治体からの要請に応じて対応する。 
イ 防犯対策 

・駐車場内に適切な照明設備を設置する。 
・警備員の巡回、監視カメラの設置により防犯対策を実施する 

  ・閉店後は駐車場出入口を施錠し、青少年のたまり場にならないよう配慮する。 

 
※ 防災・防犯対策への協力につい
ては、適切な配慮がなされている
と認められる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検 
討状況 

ア 騒音問題に対応するための対応策 
（イ） 騒音問題への一般的対策 
   ・計画地の店舗周辺に緑地帯を設置する。 

・低騒音型の機器を設置する。 
 

（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策  
ａ荷さばき施設、作業等に伴う騒音対策 
 ・施設は中学校から離れた西側に設置する。 
 ・十分な荷さばきスペースによる作業時間の効率化による短縮を図る。 
 ・従事者の騒音防止意識の徹底を推進し、荷さばき作業車両のアイドリング禁止を徹底する。 
・搬出入は計画的な運行により夜間作業を行わない。 
 

ｂ営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・屋外にＢＧＭ等の営業宣伝活動は行わない。 

 
（ウ）付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
  ａ室外機等からの騒音 

・低騒音型の機器を設置する。 
 

ｂ駐車場からの騒音対策  
・周辺に緑地帯を設置するとともに、排水蓋を固定式にする。 
・アイドリングストップ、場内徐行等の看板を設置して注意を喚起する。 

 
ｃ廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・施設を一部屋内化する。 
・深夜・早朝の作業禁止、作業時間厳守 
・廃棄物処理業者に騒音防止意識を周知・徹底させる。 

 
 
 

※騒音 
 発生する騒音の予測・評価につい

ては、すべて基準値以下であり、適

切な対応がとられていると認められ

る。 
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イ 騒音の予測・評価について                                          

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
ａ 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00)及び夜間 

(22：00～6：00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点：建物の周囲に近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外等 

２地点 
ｃ 評価方法：騒音に係る環境基準 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点 用途地域区分 環境基

準類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 
相当 

Ａ 
第一種高層住居専

用地域 Ａ 52 55 以下 <30 45 以下  

Ｂ 
第一種高層住居専

用地域 Ａ 52 55 以下  <30 45 以下  

 
（イ）発生する騒音ごとの予測･評価方法      

a 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
b  予測地点：建物の周囲について、音源毎に最短敷地境界地点 
c  評価方法：騒音規制法に係る夜間の規制基準 

店舗は準工業地域（第３種区域（第１特別地域）：基準値 45ｄB）に立地 
d  発生する騒音ごとの予測結果 

予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜  間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 騒音規制法 

区域区分 敷地境界 基準値 保全対象 基準値 環境 
騒音 

 
備  考 

a 準工業地域 

第３種区域 

（第１特別

地域） 

33 45 － － － キュービクル 
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（２）廃棄物に係る事項等 

 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 廃棄物等の保管について 図４参照 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量： ６２m3  （高さ１．０ｍ）No１ ３０．６ｍ３、No２ ３２．０ｍ３ 
（指針）「廃棄物等の保管量（ｍ３）」＝ A × B ÷ C 

 A：1 日当たりの廃棄物等
の排出予測量（ｔ） 

B：廃棄物等の 
 平均保管日数

C：廃棄物等の見
かけ比重 

排出予測量（㎥）
（保管量） 

紙製廃棄物等 １．２６３ １ ０．１０ １２．６３３
金属製廃棄物等 ０．０４６ １ ０．１５ ０．３０８

ガラス製廃棄物等 ０．０３９ １ ０．２０   ０．１９４

プラスチック製 
廃棄物等 

 
０．１２４

 
１ 

 
０．０２５ 

 
４．９６７

生ごみ等 １．０４２ １ ０．５５  １．８９４
その他の可燃物等 １．３９９ １ ０．３８ １．０５１

合  計    ２１．０４８

     廃家電等排出予測量（同社の他店舗の実績から予測）０．４０５m3 
   指針に基づく排出予測量：２１．０４８ m3＋廃家電等排出予測量：０．４０５ m3＝全体排出予測量：２１．４５３m3

イ 廃棄物等の運搬や処分について ： 
（ア））・運搬・処理方法 許可業者等による敷地外処理 
   ・運搬頻度    毎日 

 
※ 廃棄物に係る事項について、保
管施設は、指針を満たす保管容量
が確保されており、運搬等につい
ても配慮がなされていると認めら
れる。 

 

（３）街並みづくり等への配慮等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 敷地内の緑化計画 ：緑化面積 １，４６５㎡  （敷地面積２５，６９７㎡の５．７％） 
            印西市開発行為等指導要綱の基準５％を確保している。 
イ 街並みづくり、景観への配慮 
・建物は道路側からなるべく離し、圧迫感のないように配置する。 
・外壁の色彩は藤色、ベージュ、グレー等の落ち着いた色調を基本とする。 

 ・敷地内の緑化は低木及び芝をバランスよく配置し景観に配慮する。 
ウ 屋外照明・広告塔照明等  
 ・点灯時間  日没から午後９時３０分まで 
・光害対策  住宅に対して照射角度を配慮する。 

 
※ 街並みづくり等への配慮 

地域環境との調和に適切な配慮 
がなされていると認められる。 

３ 市町村・住民等の意見について 
  なし 
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第 3 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、指針に基づく参考値の台数が確保されており、駐輪需要を充足していると認められる。 
   経路設定及びその周知方法については、必要な配慮がなされていると認められる。 

 
２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 

 
３ 発生する騒音の予測・評価については、すべて基準値以下であり、適切な対応がとられていると認められる。 
 
４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても

適切な配慮がなされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がなされていると認められる。 
 
６ 印西市及び住民等からの意見はなかった。 

 
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るための施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮がなされている

と判断する。 
 
第 4  県の意見(案) 

   「意見なし」 
   なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。    
 
 
 


